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　 森林の立木を 伐採すると き は、 事前に市町村長へ伐採届出書を 提出する こ と が森林法で定めら れています。 また、

伐採業者などが森林所有者から 立木を 買い受けて伐採する と き は、 所有者と 伐採業者の連名で届け出を 提出し てく

ださ い。 詳し く は村ホームページを ご確認く ださ い。

森林の伐採や開発には手続き が必要です

こ んな場合にも 適用さ れます

森林所有者などが共同で開発

無許可で伐採や開発を行っ た場合は、 森林法に基づく 監督処分や罰則の対象と なり ますので、

十分にご注意く ださ い。

（ 1 ）森林の伐採を行う 場合

　 一定の規模を 超えて森林を 開発（ 林地以外への転用など土地の形質の変更を 行う 行為） する場合は、 県知事の許可

が必要です。 現況が森林でない場合も あり ますので、 開発する場合は農政課 林務整備係まで事前にご相談く ださ い。

（ 2 ）森林の開発を行う 場合

• 伐採届

• 森林の位置図・ 区域図

• 届出者の確認書類（ 個人の場合は、 氏名・ 住所が分かる 書類。 法人の場合は、 法人の登記事項証明書などの写し 、

法人番号が記載さ れた書類）

• 土地の登記事項証明書または固定資産税納税通知書

• 伐採区域に関し 、 隣接森林所有者と の確認状況が分かる書類

• その他村長が必要と 認める書類

〈 必要書類〉

地域森林計画の対象と なる民有林

※地域森林計画は県で作成し ています。

※国有林と 保安林以外の森林のほと んどが対象です。

〈 対象と なる森林〉

①道の新設または改設： 1 ha 以上かつ幅員3 m 以上

②太陽光発電設備の設置： 設置する土地を 含め0 .5 ha 以上

③その他の開発行為： 1 ha 以上

〈 開発の規模〉

　 伐採を 始める 3 0 ～9 0 日前までに農政課 林務整備係へご提出く ださ い。

〈 提出先・ 提出時期〉

それぞれの人の開発する 森林の

面積が1 ha 以下でも 、 全体の開

発面積が1 ha を 超える 場合は林

地開発許可が必要です。

何年にも わたっ て開発

そ れぞれの年の開発面積が

1 ha 以下でも 、 最終的な開発

面積が1 ha を 超える 場合は林

地開発許可が必要です。

集水区域が同じ

実施個所が異なっ ていても 地形、 水

の流れから みて集水区域を同じ く す

る 場合で、 合計の面積が1 ha を 超

える場合は林地開発許可が必要です。
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